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１．サービス量の見込みの前提 

（１）人口の推移と将来推計 

  国立社会保障・人口問題研究所の推計（平成 30 年推計）に基づき、本市の将来

人口を推計すると、高齢化率は介護保険制度が開始した平成 12 年（2000 年）に

比べ、令和 2 年（2020 年）は約 10 ポイント上昇し 26.3％。 

令和 7 年（2025 年）には、さらに約 2 ポイント上昇し 28.1％、令和 27 年

（2045 年）には 34.0％に達する。（暫定値） 

 

 

 

 
 

 

 

R2(2020) R7(2025) R12(2030) R17(2035) R22(2040) R27(2045)

人口 （人) 732,543 729,848 723,478 713,403 698,672 680,246

15歳未満 （人) 101,850 97,471 92,333 88,627 86,344 83,652

15歳～40歳未満（人) 196,076 186,497 182,471 179,217 173,013 167,544

40歳～65歳未満（人) 241,774 240,639 234,374 223,985 207,752 193,643

65歳～75歳未満（人) 95,660 89,584 86,332 87,323 94,357 94,357

75歳以上 （人) 97,183 115,657 127,968 134,251 137,206 137,206

生産年齢人口 （人) 437,850 427,136 416,845 403,202 380,765 361,187

高齢者人口 （人) 192,843 205,241 214,300 221,574 231,563 231,563

生産年齢人口割合 （%） 59.8 58.5 57.6 56.5 54.5 53.1

（%） 26.3 28.1 29.6 31.1 33.1 34.0高齢化率

グラフ 1：熊本市の人口の推移    （今年６月頃に最新の熊本市人口ビジョンが提示される予定。） 
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（２）介護保険の状況 

 ①要介護（要支援）認定者と認定率の推移 

   令和 5 年（2023 年）1 月末の要介護（要支援）認定者数は 40,769 人と、制

度が開始時点と比べ、3.2 倍となっているものの、これまで制度開始より一貫して

増加傾向にあったが、令和 3 年度から 4 年度にかけては減少している。 

   あわせて、第 1 号被保険者（65 歳以上）における認定者数の割合についても、

令和 3 年（2021 年）3 月は 21.2％、令和 4 年（2022 年）3 月は 20.9％、令

和 5 年（2023 年）1 月は 20.3％と減少傾向である。（グラフ 2、表 1 参照。） 

   

 

  

2000
（H12）

2003
（H15）

2006
（H18）

2009
（H21）

2012
（H24）

2015
（H27）

2018
（H30）

2021
（R3）

2022
（R4）

2023
（R5）

4月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 3月末 1月末

105,579人 115,883人 123,906人 135,507人 155,587人 173,538人 185,267人 194,134人 196,434人 197,407人

13,069人 19,373人 22,880人 25,241人 31,964人 37,984人 40,709人 41,807人 41,749人 40,769人

(12,707) (18,802) (22,177) (24,509) (31,079) (37,161) (39,895) (41,063) (41,043) (40,056)

要支援1 1,925人 3,029人 4,914人 4,667人 4,595人 6,177人 6,676人 6,950人 7,002人 6,541人

（旧要支援） (1,907) (2,998) (4,822) (4,582) (4,523) (6,085) (6,584) (6,869) (6,925) (6,457)

要支援2 4,885人 3,929人 5,445人 5,719人 5,679人 5,774人 5,777人

(4,757) (3,810) (5,338) (5,614) (5,580) (5,671) (5,680)

要介護1 4,476人 7,851人 7,940人 6,420人 4,841人 8,768人 9,659人 10,185人 10,079人 9,512人

(4,377) (7,619) (7,664) (6,256) (4,697) (8,576) (9,471) (10,004) (9,924) (9,355)

要介護2 2,033人 2,778人 2,792人 5,519人 3,699人 5,942人 6,392人 6,580人 6,507人 6,497人

(1,952) (2,650) (2,692) (5,313) (3,556) (5,787) (6,229) (6,443) (6,365) (6,366)

要介護3 1,639人 1,867人 2,826人 3,693人 3,303人 4,201人 4,498人 4,801人 4,705人 4,804人

(1,581) (1,809) (2,741) (3,592) (3,206) (4,122) (4,407) (4,718) (4,627) (4,722)

要介護4 1,549人 1,922人 2,298人 3,449人 2,372人 3,989人 4,276人 4,470人 4,618人 4,585人

(1,503) (1,873) (2,229) (3,366) (2,307) (3,886) (4,195) (4,386) (4,547) (4,505)

要介護5 1,447人 1,926人 2,110人 3,331人 2,502人 3,462人 3,489人 3,142人 3,064人 3,053人

(1,387) (1,853) (2,029) (3,213) (2,410) (3,367) (3,395) (3,063) (2,984) (2,971)

12.04% 16.22% 18.47% 18.63% 19.98% 21.41% 21.53% 21.15% 20.89% 20.29%認定率　b/a

第１号被保険者数 a

要介護（要支援）
認定者数
（再掲：第1号被保
険者　b）

グラフ 2：要介護（要支援）認定者の推移  

表 1：要介護（要支援）認定者・認定率の推移 約 3.2 倍 

前年比 

▲980 人 

前年比▲0.6 ポイント 
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 ②介護保険給付費・介護保険料の推移

 

※「保険給付費等」…平成 29 年度以降は、保険給付費に加え介護予防・生活支援サービス事業費を含む 

 

 

 

  

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期

年度
H12(2000)
～H14(2002)

H15(2003)
～H17(2005)

H18(2006)
～H20(2008)

H21(2009)
～H23(2011)

H24(2012)
～H26(2014)

H27(2015)
～H29(2017)

H30(2018)
～R2(2020)

R3(2021)
～R5(2023)

月額 3,250円 4,000円 4,600円 4,200円 5,280円 5,700円 6,760円 6,400円

＋23.1％ ＋15.0％ ▲8.7％ ＋25.7％ ＋8.0％ ＋18.6％ ▲5.3％

＋750円 ＋600円 ▲400円 ※ ＋1,080円 ＋420円 ＋1,060円 ▲360円

　※4,800円のところを余剰金で軽減

前期比 －

H12：約 204 億円 

R3：約 607 億円 

表 2：介護保険料の推移（65 歳以上が支払う保険料月額） 
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２．サービス量見込みの意義について 

介護保険事業計画は、当該事業計画期間の保険給付費（介護給付、予防給付、地域支

援事業費、審査支払手数料等その他保険財源で賄う費用）の総量を見込み、また、その

見込み量を確保するための様々な方策については、地域の実情に応じ、専門家や関係者

の意見を踏まえながら定める必要がある。 

この事業計画期間の総給付費を見込むことで、介護保険財政の財源内訳（第 8 期の第

1 号被保険者負担率２3％）から自動的に介護保険料が設定され、新たな保険料設定の

下に介護保険事業が運営されることとなる。 

 

介護保険財政の基本概要 

 

   事業計画期間（３ヵ年）の総給付費（見込み） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   財源内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（介護給付費） 

・居宅サービス 

・地域密着型サービ

ス 

・施設サービス 

（予防給付費） 

・介護予防サービス 

・地域密着型介護予

防サービス 

（地域支援事業費） 

・介護予防・日常生

活支援総合事業 

・包括的支援事業 

・任意事業 

 

（その他費用） 

・審査支払手数料 

・財政安定化拠出

金 等 

 

国（公費） 

居宅サービス：２５％ 

施設サービス：２０％ 

 

県（公費） 

居宅：１２.５％ 

施設：１７.５％ 

市（公費） 

１２.５％ 

 

（第１号被保険者） 

２３％ 

（第２号被保険者） 

２７％ 

☆ 第１号被保険者に係る介護保険料の設定 
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３．第 9 期介護保険料の算定手順 

第 9 期（令和 6（2024）年度～令和 8（2026）年度）の介護保険料の設定にあた

っては、本市が取り組む施策を反映した上で見込まれるサービス量及び給付費に基づき

算定することとなる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

（１）令和 6（2024）年度から令和 8（2026）年度の第１号被保険者数及び要

支援・要介護認定者数の推計 

（２）令和 6（2024）年度から令和 8（2026）年度の各サービス利用者数並び

にサービス見込み量の推計 

  ①介護（予防）サービス等 

   ・施設サービス、居住系サービス（施設整備を伴う部分） 

   ・地域密着型サービス・居宅サービス（居住系サービスを除く） 

   ・地域密着型介護予防サービス・介護予防サービス 

  ②地域支援事業 

  ③その他 

（３）令和 6（2024）年度から令和 8（2026）年度の総給付費の推計 

（４）総給付費の推計値×（第１号被保険者負担率：23％）【基礎額】 

（５）【基礎額】÷第１号被保険者数 

   ※詳細には、上記【基礎額】には保険料減免等の【減収補填分】等が加わる。 

 

第１号被保険者１人当たりの保険料基準額（月額） 
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４．参考 

（１）全国及び熊本県の高齢者人口との比較 

 

 

 
 

  

（出典）2000 年～2015 年まで：いずれも総務省「国勢調査」 

全国及び熊本県：2020 年以降：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計 

熊本市：2020 年以降：2020 年 10 月 1 日時点の住民基本台帳人口に国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口の仮定値をもとに算出 
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（２）保険給付費及び介護予防・生活支援サービス事業費の推移 

 

① 平成 12（2000）年度～平成 17（2005）年度 

 

  

単位：百万円

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

5,665 7,948 9,772 11,651 13,128 14,170

訪問通所系 4,567 6,221 7,608 8,920 9,880 10,637

短期入所系 307 546 657 741 819 784

福祉用具販売 28 42 52 56 59 61

住宅改修 63 143 188 199 183 172

その他 700 996 1,267 1,735 2,187 2,516

施設サービス 14,548 16,735 18,146 17,790 18,016 17,003

特養 3,928 4,547 4,720 4,616 4,734 4,499

老健 4,529 5,246 5,392 5,323 5,413 5,112

療養 6,091 6,942 8,034 7,851 7,869 7,392

その他 169 279 333 344 352 898

高額介護サービス費 144 242 288 292 306 410

特定入所者介護サービス費 － － － － － 438

審査支払手数料 25 37 45 52 46 50

合計 20,382 24,962 28,251 29,785 31,496 32,071

区　　分

居宅サービス
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② 平成 18（2006）年度～平成 23（2011）年度 

 

 

  

単位：百万円

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

12,987 13,018 14,018 17,261 19,092 21,234

訪問サービス 3,985 3,897 4,061 4,813 5,163 5,621

通所サービス 5,710 5,961 6,546 8,075 8,877 9,795

短期入所サービス 777 785 841 1,108 1,223 1,321

福祉用具住宅改修サービス 809 718 787 978 1,106 1,275

特定施設 271 371 421 486 740 1,027

介護予防支援・居宅介護支援 1,435 1,286 1,362 1,801 1,983 2,195

地域密着型サービス 1,268 1,805 2,292 3,021 3,676 4,183

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 － － － － － －

夜間対応型訪問介護 0 3 6 8 11 12

地域密着型通所介護 － － － － － －

認知症対応型通所介護 183 287 404 529 611 705

小規模多機能型居宅介護 108 416 678 958 1,179 1,318

グループホーム 969 1,093 1,149 1,317 1,549 1,782

地域密着型特定施設 8 6 17 45 44 41

地域密着型特養 0 0 38 164 282 325

看護小規模多機能型居宅介護 － － － － － －

施設サービス 15,115 15,265 15,142 16,360 15,804 15,576

特養 4,101 4,309 4,467 5,076 5,020 5,128

老健 4,674 4,845 5,016 5,803 5,907 5,984

療養 6,340 6,111 5,659 5,481 4,877 4,464

医療院 － － － － － －

その他 1,691 1,761 1,869 2,169 2,321 2,423

高額介護サービス費 583 601 635 757 791 839

高額医療合算介護サービス費 － － － 2 93 95

特定入所者介護サービス費 1,059 1,111 1,181 1,356 1,379 1,426

審査支払手数料 49 49 53 54 58 63

合計　① 31,061 31,849 33,321 38,811 40,895 43,416

－ － － － － －

介護予防訪問・生活援助型訪問 － － － － － －

介護予防通所・運動型通所 － － － － － －

介護予防ケアマネジメント － － － － － －

①＋② 31,061 31,849 33,321 38,811 40,895 43,416

区　　分

居宅サービス

介護予防・生活支援サービス事業費　②



10 

 

③ 平成 24（2012）年度～平成 29（2017）年度 

 

 

 

 

単位：百万円

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

23,365 25,451 27,384 28,457 27,448 29,104

訪問サービス 6,134 6,650 7,018 7,345 7,786 8,527

通所サービス 10,683 11,730 12,730 13,121 11,237 11,712

短期入所サービス 1,322 1,309 1,374 1,360 1,430 1,423

福祉用具住宅改修サービス 1,410 1,513 1,643 1,725 1,759 1,990

特定施設 1,453 1,702 1,886 1,948 2,212 2,346

介護予防支援・居宅介護支援 2,363 2,547 2,733 2,958 3,023 3,106

地域密着型サービス 4,832 5,438 6,038 6,446 9,103 9,917

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 － 53 138 172 112 36

夜間対応型訪問介護 14 14 43 61 77 96

地域密着型通所介護 － － － － 2,162 2,446

認知症対応型通所介護 773 774 735 697 674 664

小規模多機能型居宅介護 1,595 1,785 1,822 1,997 2,192 2,338

グループホーム 1,940 2,053 2,256 2,320 2,524 2,745

地域密着型特定施設 46 45 45 44 43 43

地域密着型特養 464 695 944 1,052 1,185 1,314

看護小規模多機能型居宅介護 － 19 55 103 133 235

施設サービス 15,553 15,222 16,567 14,893 14,947 14,648

特養 5,222 5,377 6,000 5,453 5,491 5,746

老健 6,339 6,295 6,986 6,312 6,509 6,463

療養 3,992 3,550 3,581 3,128 2,947 2,439

医療院 － － － － － －

その他 2,578 2,701 2,808 2,978 2,885 2,874

高額介護サービス費 904 955 992 1,090 1,130 1,108

高額医療合算介護サービス費 113 102 118 135 92 172

特定入所者介護サービス費 1,493 1,579 1,632 1,685 1,608 1,522

審査支払手数料 68 65 66 68 55 72

合計　① 46,328 48,812 52,797 52,774 54,383 56,543

－ － － － － 767

介護予防訪問・生活援助型訪問 － － － － － 249

介護予防通所・運動型通所 － － － － － 434

介護予防ケアマネジメント － － － － － 83

①＋② 46,328 48,812 52,797 52,774 54,383 57,310

区　　分

居宅サービス

介護予防・生活支援サービス事業費　②
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④  平成 30（2018）年度～令和 3（2021）年度 

 

単位：百万円

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

28,330 29,119 29,554 30,341

訪問サービス 8,355 8,654 9,140 9,624

通所サービス 10,987 11,302 11,117 11,279

短期入所サービス 1,440 1,427 1,236 1,151

福祉用具住宅改修サービス 2,035 2,110 2,205 2,294

特定施設 2,383 2,426 2,608 2,630

介護予防支援・居宅介護支援 3,130 3,200 3,248 3,363

地域密着型サービス 10,161 10,430 10,590 10,786

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 4 12 81 192

夜間対応型訪問介護 54 0 0 0

地域密着型通所介護 2,573 2,605 2,653 2,674

認知症対応型通所介護 608 611 583 596

小規模多機能型居宅介護 2,315 2,335 2,191 2,029

グループホーム 2,856 3,017 3,130 3,265

地域密着型特定施設 44 45 44 44

地域密着型特養 1,408 1,431 1,475 1,455

看護小規模多機能型居宅介護 299 374 433 531

施設サービス 14,304 14,441 14,600 14,556

特養 5,859 5,902 6,077 6,084

老健 6,391 6,168 5,974 6,015

療養 2,004 1,857 935 667

医療院 51 514 1,614 1,790

その他 2,971 3,192 3,344 3,078

高額介護サービス費 1,334 1,449 1,533 1,503

高額医療合算介護サービス費 53 163 206 201

特定入所者介護サービス費 1,516 1,514 1,533 1,299

審査支払手数料 68 66 72 75

合計　① 55,766 57,182 58,088 58,761

1,954 2,018 1,873 1,939

介護予防訪問・生活援助型訪問 606 618 606 607

介護予防通所・運動型通所 1,146 1,212 1,095 1,158

介護予防ケアマネジメント 201 188 172 174

①＋② 57,720 59,200 59,961 60,700

区　　分

居宅サービス

介護予防・生活支援サービス事業費　②
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 議 事 ２   

 

 

 

 

 

Ⅱ 第 8期の基盤整備の現状と第 9期の考え方 
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１．第８期基盤整備について 

 

第 8期の基盤整備における主な取り組みは以下のとおり。 

 

① 介護保険施設等 

○介護老人福祉施設等の待機者解消のため、介護老人福祉施設（広域型・地域密着型）

とあわせて、様々な利用者のサービス利用形態に対応可能な特定施設入居者生活介護

事業所（混合型）の整備を行った。 

○介護療養型医療施設については、令和 5（2023）年度末をもって廃止される予定であ

るため、介護老人保健施設・介護医療院等への転換を促した。本年度末までには、全

ての介護療養型医療施設が介護医療院等に転換する予定。 

○平成 30年度に創設された介護医療院については、介護療養型医療施設等から 17施設

（令和 5年（2023年）4月 1日時点）が転換した。 

 

②地域密着型サービス 

○第 8 期の基盤整備においては、第 7 期までと同様に令和 7 年（2025 年）のサービス

水準の推計を踏まえ、中長期的な視点や地域包括ケアシステムの構築を推進する観点

から、地域密着型サービスに分類される施設について積極的に整備し、特に整備が進

んでいない行政区や日常生活圏域において優先的に整備を進めた。 

 

 以下、第 8期計画と整備実績を比較して検証し、第 9期計画の考え方を示す。 
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２．各サービスの整備計画及び実績 

 

本資料は、昨年度末に実施した各事業所への利用実態アンケート及び入所申込者状況

調査等を参考に作成した。 

 

（１） 地域密着型サービス 

 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

  【現状】 

第 8期においては、整備が進んでいない区を解消し、区ごとに 1か所を整備す

る計画だったが、目標を上回る 8か所が整備される予定である。しかし、整備さ

れていない区も残っている状況。 

   

【課題】 

  目標数を上回る整備が行われたが、整備される行政区に偏りが見られる。 

 

【今後の考え方】 

  24 時間体制で訪問介護と訪問看護を提供できる本サービスは、中重度の要介

護高齢者の在宅生活を支援する重要なサービスである。 

  安定的にサービスが提供できるよう、適正配置について考慮しながら今後も整

備を進める。 

 

 

② 小規模多機能型居宅介護 

【現状】 

第 8期においては、地域包括ケアの拠点となる小規模多機能型居宅介護につい

て、適正配置に配慮しつつ整備を進めていくこととしていたが、事業所の廃止等

により目標数まで整備が進んでおらず、第 7期末よりも総数が減少している。 

 
令和 2年度 

（2020年度） 

令和 3年度 

（2021 年度） 

令和 4年度 

（2022年度） 

令和 5年度 

（2023年度） 

事業所数（計画） ３か所 ４か所 ５か所 

事業所数（実績・見込） ３か所 ４か所 ５か所 ８か所 
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【課題】 

    廃止される事業所もあり、目標数の達成が困難な状況。 

原因としては、職員確保が難しくなっていること、並びに近隣の有料老人ホー

ム・サービス付き高齢者向け住宅・通所介護事業所等との競合、コロナ禍での利

用控え等による事業所の財務状況への影響等が考えられる。 

    また、整備にあたっては、昨今の建築費の高騰等も影響を与えていると考えら

れる。 

   

【今後の考え方】 

通いを中心として、随時、訪問や泊まりを組み合わせてサービスを提供するこ

とができる本サービスは、中重度の要介護高齢者の在宅生活を支援する地域包括

ケアの拠点となるサービスである。 

    地域包括ケアを推進していく上で必要なサービスであり、既存の事業所を維持

するとともに、未整備の地域については新設を促すなど地域ごとの適正配置を考

慮しながら、今後も整備を進める必要がある。 

 

 

③ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

【現状】 

第 8期においては、認知症の方が少人数で共同生活を営みながら日常生活での

介護を受けるグループホームについて、地域ごとの適正配置に配慮しつつ整備を

進めていくとしており、概ね目標数に近い整備を行うことができた。なお、入居

待機者については、認知症の要介護者を受け入れる有料老人ホーム等の増加の影

響などもあり、減少傾向にある。 

 
令和 2年度 

（2020年度） 

令和 3年度 

（2021 年度） 

令和 4年度 

（2022年度） 

令和 5年度 

（2023年度） 

事業所数（計画） ６６か所 ５５か所 ５６か所 ５７か所 

事業所数（実績・見込） ５２か所 ４９か所 ４７か所 ５０か所 

 
令和 2年度 

（2020年度） 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4年度 

（2022年度） 

令和 5年度 

（2023年度） 

床 数（計画） １，２０５床 １，１９６床 １，２３２床 １，２６８床 

床 数（実績・見込） １，１４２床 １，１８７床 １，２２３床 １，２５０床 
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【課題】 

 他のサービスと同様に職員の確保に関する懸念等を抱えるとともに、整備に当

たっては建築費高騰の影響を受けている。 

   

【今後の考え方】 

認知症高齢者が今後も増え続けると予測されている中、本サービスは在宅での

生活が困難である認知症高齢者に必要な施設であり、今後の高齢化の進展により

認知症高齢者の増加が見込まれることから、適正配置等も考慮しつつ整備数を検

討する必要がある。 

 

 

④ 地域密着型介護老人福祉施設（地域密着型特別養護老人ホーム） 

【現状】 

真に入所が必要な要介護 3 以上の高齢者数の増加を見据え、広域型（30 床以

上）の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等とあわせて未整備の日常生活

圏域を優先して整備することとしていたが、床数は増加したものの目標数には達

しなかった。なお、入所待機者については、中重度の要介護者を受け入れる有料

老人ホーム等の増加の影響などもあり、減少傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

  整備が進んでいない日常生活圏域への整備を優先して行うこととしていたが、

公募を行っても整備計画に対し必要な数の応募が集まらない状況である。 

  原因としては、近隣の入居・入所系施設との競合、コロナ禍の影響も含めた新

規入所者及び職員の確保に関する懸念等が考えられる。 

  また、経営基盤強化のため、ショートステイからの転換の希望を持っている 

施設もあった。 

 

【今後の考え方】 

    介護老人福祉施設は中重度の要介護高齢者の住まいであり、今後の高齢化の進

展による要介護 3以上の高齢者数の増加を見据えて、引き続き適正配置を考慮し

つつ、広域型とあわせて整備数を検討する。 

 
令和 2年度 

（2020年度） 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4年度 

（2022年度） 

令和 5年度 

（2023年度） 

床 数（計画） ５１８床 ５１８床 ５４７床 

床 数（実績・見込） ４８９床 ４８９床 ５１８床 ５１８床 
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⑤ 看護小規模多機能型居宅介護 

【現状】 

医療ニーズにも対応できるサービス類型であり、適正配置に配慮しつつ整備を

進めることとしていたが、事業所の廃止や小規模多機能型居宅介護事業所への転

換により目標数まで整備が進んでおらず、第 7期末よりも総数が減少している。 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

    整備が進んでいない日常生活圏域への整備を優先して行うこととしていたが、

整備計画に対し必要な数の応募が集まらない状況である。 

原因としては、サービスの特性上、医療依存度が高い利用者が多いことから、

利用者の出入りが激しいことなど利用者確保や、他のサービスと同様に職員の確

保に関する懸念等が考えられる。 

 

【今後の考え方】 

主治医との密接な連携のもと、医療行為も含めた多様なサービスを利用できる

本サービスは、中重度の要介護高齢者の在宅生活を支援する地域包括ケアの拠点

となるサービスである。 

小規模多機能型居宅介護事業所と同様に、地域包括ケアを推進していく上で必

要なサービスであり、既存の事業所を維持するとともに、未整備の地域について

は新設を促すなど地域ごとの適正配置に配慮しながら、今後も整備を進める必要

がある。 

 

 

※ ⑥地域密着型特定施設入居者生活介護については「(3)特定施設入居者生活介護」

の項に記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和 2年度 

（2020年度） 

令和 3年度 

（2021年度） 

令和 4年度 

（2022年度） 

令和 5年度 

（2023年度） 

事業所数（計画） １０か所 ９か所 １０か所 

事業所数（実績・見込） ９か所 ８か所 ８か所 ７か所 
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（２）入所系施設 

 

【現状】 

第 8期において、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）については、真に

入所が必要な要介護 3以上の高齢者数の増加を見据え、広域型・地域密着型とあ

わせて特定施設入居者生活介護事業所を整備することで必要数を確保すること

としていた。なお、入所待機者については、中重度の要介護者を受け入れる有料

老人ホーム等の増加の影響などもあり、減少傾向にある。 

介護老人保健施設については、介護療養型医療施設や医療保険適用の療養病床

からの転換状況を見極めたうえで今後の方針を決定することが望ましいとして、

新たな整備は行わないこととしていた。 

介護療養型医療施設については、国の方針に基づき、令和 5（2025）年度末ま

でに医療保険適用の医療機関や介護保険適用の他施設に転換することが求めら

れていることから、転換を促し新たな整備は行わないこととしていた。 

介護医療院については、介護療養型医療施設からの転換先として想定され、実

際に転換も進んでいたことから、介護療養型医療施設からの転換が完了する見込

みの令和 5（2023）年度末までは、転換を優先して新規での整備は行わないこと

としていた。 

 

① 広域型介護老人福祉施設（広域型特別養護老人ホーム）・介護老人保健施設・介

護療養型医療施設・介護医療院 

 
令和 2年度 

（2020年度） 

令和 3年度 

（2021年度） 

令和 4年度 

（2022 年度） 

令和 5年度 

（2023年度） 

介護老人福祉 

施設（広域型） 

床数（計画） １，９６４床 １，９６４床 ２，０２４床 

床数 

（実績・見込） 
１，９６４床 １，９６４床 １，９６４床 ２，０２４床 

介護老人保健 

施設 

床数（計画） ２，０２４床 ２，０２４床 

床数 

（実績・見込） 
２，０２４床 ２，０２４床 ２，０２１床 ２，０２１床 

介護療養型 

医療施設 

床数（計画） ２２１床 ２２１床 ０床 

床数 

（実績・見込） 
３２２床 １６１床 ６７床 ０床 

介護医療院 

床数（計画） ５２９床 ５２９床 ７５０床 

床数 

（実績・見込） 
５２９床 ５７６床 ７２０床 ７７５床 
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【課題】 

広域型の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）については、地域密着型介

護老人福祉施設（地域密着型特別養護老人ホーム）と同様に、近隣の入居・入所

系施設との競合、コロナ禍の影響も含めた新規入所者及び職員の確保に関する懸

念、ショートステイからの転換の希望等が挙げられている。 

介護老人保健施設、介護医療院については、令和 5（2023）年度末で介護療養

型医療施設からの転換も完了することから、今後の方針について施設の利用状況

等を踏まえて検討する必要がある。 

 

【今後の考え方】 

    介護老人福祉施設については、中重度の要介護高齢者の住まいであり、今後の

高齢化の進展による要介護 3以上の高齢者数の増加を見据えて、適正配置を考慮

しつつ、地域密着型介護老人福祉施設の整備とあわせて検討する必要がある。 

介護老人保健施設及び介護医療院については、施設の利用状況等を基に今後の

方針を検討していく。なお、医療療養病床の介護老人保健施設及び介護医療院へ

の転換並びに介護療養型介護老人保健施設の介護医療院への転換については、引

き続き総量規制の対象外であり、介護老人保健施設及び介護医療院の整備方針は

そのことも踏まえて検討するものとする。 

 

 

 

（３）特定施設入居者生活介護 

 

① 特定施設入居者生活介護（介護専用型） 

  【現状】 

介護専用型の特定施設入居者生活介護事業所は、有料老人ホームなどの高齢者

の「住まい」において介護を要する要介護者のみが利用できる広域型（30 床以

上）の居住系居宅サービスである。   

地域密着型特定施設入居者生活介護事業所と同様に、要介護者のみが入居でき

る施設であり、基本的に介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）や認知症対応

型共同生活介護（グループホーム）と類似するサービスであるため、当分は介護

老人福祉施設や認知症対応型共同生活介護の整備を進めることを優先し、整備は

行わないこととしていた。 
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② 地域密着型特定施設入居者生活介護（介護専用型） 

  【現況】 

地域密着型の特定施設入居者生活介護事業所は、有料老人ホームやケアハウス

などの高齢者の「住まい」において介護を要する要介護者のみが利用できる小規

模（29 床以下）の施設で、小規模の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

や認知症対応型共同生活介護（グループホーム）といった要介護者の生活施設と

類似するものである。 

第 8期においては、要介護者のみが入居できる介護専用型の特定施設入居者生

活介護事業所については、当分は地域密着型の介護老人福祉施設（特別養護老人

ホーム）や認知症対応型共同生活介護の整備を進めることを優先し、整備は行わ

ないこととしていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 特定施設入居者生活介護（混合型） 

【現状】 

混合型の特定施設入居者生活介護事業所は、要介護者だけでなく要支援者や介

護を要しない高齢者等、様々な利用者のサービス利用形態に対応できる居住系居

宅サービスである。第 8期では、概ね目標数に達する整備を行うことができた。 

なお、入居待機者については、要介護者を受け入れる住宅型有料老人ホームや

サービス付き高齢者向け住宅の増加の影響等もあり、減少傾向にある。 

 
令和 2年度 

（2020年度） 

令和 3年度 

（2021 年度） 

令和 4年度 

（2022年度） 

令和 5年度 

（2023年度） 

床 数（計画） ３０床 ３０床 

床 数（実績・見込） ３０床 ３０床 ３０床 ３０床 

 
令和 2年度 

（2020年度） 

令和 3 年度 

（2021年度） 

令和 4年度 

（2022年度） 

令和 5年度 

（2023年度） 

床 数（計画） ２０床 ２０床 

床 数（実績） ２０床 ２０床 ２０床 ２０床 
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※整備床数は特定施設入居者生活介護事業所で特定施設入居者生活介護サービスを利用する人数を

推計した数を床数としたものである。（施設全体の床数とは異なる） 

※上記床数には、養護老人ホームで特定施設入居者生活介護の指定を受ける数も含む。 

 

 

【課題】 

  他のサービスと同様に職員の確保に関する懸念等を抱えるとともに、整備に当

たっては建築費高騰の影響を受けている。 

 

【今後の考え方】 

  住宅型有料老人ホームが増加し続けており、新設の必要性は薄いと思われる。

整備数の検討においては、入所申込者状況調査を分析するとともに、適正配置及

び介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）や認知症対応型共同生活介護の整備

について考慮しつつ、主に住宅型有料老人ホーム等からの転換によって必要数を

確保していく。また、経営基盤強化のために増床を希望する事業所もあることか

ら、そのことについても併せて検討する。 

 

 

 

【参考】有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 

〔総量規制対象外〕 

 
令和 2年度 

（2020年度） 

令和 3 年度 

（2021年度） 

令和 4年度 

（2022年度） 

令和 5年度 

（2023年度） 

床 数（計画） １，２９９床 １，３３４床 １，４１４床 １，４９４床 

床 数（実績・見込） １，２５３床 １，２８０床 １，３５４床 １，４６４床 

 
令和 2年度末時点 

（第 7期末時点） 

令和 4年度末時点 

総 数 
うち特定施設の指定

を受けていない床数 

有料老人ホーム ５，０４２床 ６，０１９床 ４，６５２床 

サービス付き高

齢者向け住宅 
１，８９２床 ２，０６４床 １，６４４床 
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（４）その他の施設 

 

① 養護老人ホーム 

【現状】 

必要な定員数は確保できていると考えられるため、新たな整備は行わないこと

としていた。 

     

  【課題】 

    ほとんどの養護老人ホームにおいて入所者数が定員を下回っている。また、入

所者の高齢化に伴い要介護者の割合が多くなっている。 

 

【今後の考え方】 

    第 8期と同様に整備は必要ないものと考える。 

 

② 軽費老人ホーム 

【現状】 

必要な定員数は確保できていると考えられるため、新たな整備は行わないこと

としていた。 

 

【課題】 

有料老人ホーム等の代替サービスもあり、現状においては特段の課題はないと

考えられる。 

 

【今後の考え方】 

  第 8期と同様に整備は必要ないものと考える。 

 
令和 2年度 

（2020年度） 

令和 3 年度 

（2021 年度） 

令和 4年度 

（2022年度） 

令和 5年度 

（2023年度） 

床 数（計画） ４４０床 ４４０床 

床 数（実績・見込） ４４０床 ４４０床 ４４０床 ４４０床 

 
令和 2年度 

（2020年度） 

令和 3年度 

（2021 年度） 

令和 4年度 

（2022年度） 

令和 5年度 

（2023年度） 

床 数（計画） ６９７床 ６９７床 

床 数（実績・見込） ６９７床 ６９７床 ６９７床 ６９７床 

※特定施設入居者生活介護（混合型）105床含む 

 


